
１　概要

　(1)　需要場所

　　　  姶良郡湧水町木場６３４０－２２０　　鹿児島県霧島アートの森

　(2)　業種及び用途

　　　  公立文化施設

２　仕様

　(1)　電力供給条件（常用の1回線受電）

　　ア　　　受　電　方　式　　　　交流3相3線方式

　　イ　　　標　準　電　圧　 6,000 Ｖ

　　ウ　　　計　量　電　圧　　　 6,000 Ｖ

　　エ　　　標 準 周 波 数　　　 60 Ｈｚ

　　オ　　　非常用自家用発電設備　　　　あり（防災用限定）

　(2)　年間期間予想使用電力量，最大使用電力
　　ア　　　契約期間予想使用電力量　　　　　323,300 ｋＷｈ

　　　　　（令和6年4月から令和7年3月までの使用量見込み。増減有り。）

　　イ　　　最大使用電力　　　　　　　　 191 kＷ
　　　　　（各月の契約電力は，その１月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力の

　　　うち，いずれか大きい値とする。）

　　ウ　    力率              100 ％（平均）

　　　　　（月別の力率は実測値によるものとする。）

　(3)　需給開始日，使用期間

　　ア　　　需給開始日　　 令和6年4月1日　午前0時

　　イ　　　使用期間　　  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

　(4)　契約期間の電力消費計画

　　　  別紙１参照

　(５)　需給地点

　　　  需給場所の構内柱に鹿児島県が設置した開閉器の一次側接続点（常用1回線分）

　(６)　計量地点

　　　  需要場所に鹿児島県が設置した受電室

　(７)　電気工作物の財産分界点

　 　　 需給地点に同じ。ただし，計量地点に設置された計量装置は九州地区の一般電気

　　　事業者の所有とする。

　(８)　保安上責任分界点

        需給地点に同じ

 （９） 夜間使用料の情報

　　　 契約者より夜間使用料の情報を求められた場合は無償で情報提供する。

３　その他

 ・その他定めのない事項については，必要に応じて協議するものである。

鹿児島県霧島アートの森　電気需給仕様書

鹿児島県霧島アートの森の電気需給については，契約書に定めるもののほか，この仕様書の定
めるところによる。

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件
については，九州地区の一般電気事業者の定める特定規模需要標準供給条件並びに特定規模
需要選択供給条件による。



別紙１
契約期間（Ｒ６，４月～R７，３月）の電力消費量計画

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% －

191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 -

97 70 90 164 169 172 81 191 143 137 139 131 -

夏季・昼間使用量（ｋｗｈ）② 34,700 35,600 32,100 102,400

他季・昼間使用量（ｋｗｈ）③ 23,900 24,700 23,500 24,600 28,700 25,500 27,100 20,100 22,800 220,900

23,900 24,700 23,500 34,700 35,600 32,100 24,600 28,700 25,500 27,100 20,100 22,800 323,300

令和５年度の最大需要電力
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

92 67 86 156 161 164 77 182 136 130 132 125

※赤字部分は，令和４年度実績を入力しています。

項目名　　　　　　　　　　　 月

最大需要電力（ｋｗ）

使用量計（ｋｗｈ）=①＋②+③+④

鹿児島県霧島アートの森

項目名　　　　　　　　　　　 月

力率（％）

契約電力（kw）

最大需要電力（ｋｗ）



鹿児島県霧島アートの森

ピーク 夏季昼間 その他季 夜間

(円/ｋｗｈ) (円/ｋｗｈ) (円/ｋｗｈ) (円/ｋｗｈ)
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３．請求金額＝｛（基本料金単価金額①×力率修正率×契約電力）＋
　　　　　　　　（使用電力量料金単価金額②×使用電力量）＋
　　　　　　　　（燃料費調整単価金額×使用電力量）＋
　　　　　　　　（再生可能エネルギー発電促進賦課単価金額×使用電力量）｝

契　約　単　価　明　細　書

月
①基本料金

(円/ｋｗ)

②使用電力量料金

１．上記の単価金額は、消費税等相当額10％を含む。

２．力率は100％で算定。{係数＝（185-力率)/100}とする。


